
介護予防訪問介護

Ⅰ  介護予防サービスコード
１  介護予防訪問介護サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

61 1111 予防訪問介護Ⅰ 要支援１・２ 1,168 1月につき

61 1113 予防訪問介護Ⅰ・初任 単位 × 818
61 1114 予防訪問介護Ⅰ・同一 1,051
61 1115 予防訪問介護Ⅰ・初任・同一 × × 736
61 1211 予防訪問介護Ⅱ 要支援１・２ 2,335
61 1213 予防訪問介護Ⅱ・初任 単位 × 1,635
61 1214 予防訪問介護Ⅱ・同一 2,102
61 1215 予防訪問介護Ⅱ・初任・同一 × × 1,472
61 1321 予防訪問介護Ⅲ 要支援２ 3,704
61 1323 予防訪問介護Ⅲ・初任 単位 × 2,593
61 1324 予防訪問介護Ⅲ・同一 3,334
61 1325 予防訪問介護Ⅲ・初任・同一 × × 2,334
61 8000 予防特別地域訪問介護加算 特別地域介護予防訪問介護加算 所定単位数の 加算

61 8100 予防訪問介護小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の 加算

61 8110 予防訪問介護中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の 加算

61 4001 予防訪問介護初回加算 ニ 初回加算 単位加算 200
61 4002 予防訪問介護生活機能向上加算 ホ 生活機能向上連携加算 単位加算 100
61 6270 予防訪問介護処遇改善加算Ⅰ ヘ 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 86/1000 加算

61 6271 予防訪問介護処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 48/1000 加算

61 6273 予防訪問介護処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員処遇改善加算（Ⅲ） (2)で算定した単位数の 加算

61 6275 予防訪問介護処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員処遇改善加算（Ⅳ） (2)で算定した単位数の 加算

契約期間が1月に満たない場合（日割計算用サービスコード）

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

61 2111 予防訪問介護Ⅰ・日割 要支援１・２ 38 1日につき

61 2113 予防訪問介護Ⅰ・初任・日割 単位 27
61 2114 予防訪問介護Ⅰ・同一・日割 ÷ 日 35
61 2115 予防訪問介護Ⅰ・初任・同一・日割 × 24
61 2211 予防訪問介護Ⅱ・日割 要支援１・２ 77
61 2213 予防訪問介護Ⅱ・初任・日割 単位 54
61 2214 予防訪問介護Ⅱ・同一・日割 69
61 2215 予防訪問介護Ⅱ・初任・同一・日割 × 48
61 2321 予防訪問介護Ⅲ・日割 要支援２ 122
61 2323 予防訪問介護Ⅲ・初任・日割 単位 85
61 2324 予防訪問介護Ⅲ・同一・日割 110
61 2325 予防訪問介護Ⅲ・初任・同一・日割 × 77
61 8001 予防特別地域訪問介護加算日割 特別地域介護予防訪問介護加算 所定単位数の 加算

61 8101 予防訪問介護小規模事業所加算日割 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の 加算

61 8111 予防訪問介護中山間地域等加算日割 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の 加算

ハ　介護予
防訪問介護
費（Ⅲ）

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合

90%70%

3,704 70%介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

イ　介護予
防訪問介護
費（Ⅰ）

70%
ロ　介護予
防訪問介護
費（Ⅱ）

70%

2,335

70%

70%

1,168 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

ハ　介護予防訪
問介護費（Ⅲ）

90%介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合 70%

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合 70%3,704
事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合

イ　介護予防訪
問介護費（Ⅰ）

90%介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合 70%

ロ  介護予防訪
問介護費（Ⅱ）

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合 70%

1,168

2,335

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合

30.4

日割計算の場合

70%

70%

200

90%

10%

90%

80%

5%

15%

5%

15%

100

10%

90%

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合
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介護予防訪問入浴

２  介護予防訪問入浴介護サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

62 1111 予防訪問入浴 834 1回につき

62 1112 予防訪問入浴・部分浴 清拭又は部分浴のとき × 584
62 1113 予防訪問入浴・同一 単位 751
62 1114 予防訪問入浴・部分浴・同一 清拭又は部分浴のとき × × 526
62 1121 予防訪問入浴・職員 介護職員２人の場合 792
62 1122 予防訪問入浴・職員・部分浴 × 清拭又は部分浴のとき × 554
62 1123 予防訪問入浴・職員・同一 713
62 1124 予防訪問入浴・職員・部分浴・同一 清拭又は部分浴のとき × × 499
62 8000 予防特別地域訪問入浴介護加算 特別地域介護予防訪問入浴介護加算 所定単位数の 加算

62 8100 予防訪問入浴小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の 加算

62 8110 予防訪問入浴中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の 加算

62 6100 予訪問入浴サービス提供体制加算Ⅰ１ ロ サービス提供体制強化加算 (1)サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 単位加算 36
62 6101 予訪問入浴サービス提供体制加算Ⅰ２ (2)サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 単位加算 24
62 6105 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅰ ハ 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 34/1000 加算 1月につき

62 6102 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 19/1000 加算

62 6103 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員処遇改善加算（Ⅲ） (2)で算定した単位数の 加算

62 6104 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員処遇改善加算（Ⅳ） (2)で算定した単位数の 加算

90%

10%

5%

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合

80%

95%

15%

70%

24

70%

36

イ 看護職員1人及
び介護職員１人

834

70%

70%

90%
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介護予防訪問看護

３  介護予防訪問看護サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 1010 予訪看Ⅰ１ (1) 20分未満 310 1回につき

63 1015 予訪看Ⅰ１・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 388
63 1016 予訪看Ⅰ１・深 深夜の場合 加算 465
63 1017 予訪看Ⅰ１・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 564
63 1018 予訪看Ⅰ１・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 642
63 1019 予訪看Ⅰ１・深・複１ 深夜の場合 加算 719
63 1351 予訪看Ⅰ１・同 279
63 1352 予訪看Ⅰ１・同・夜 夜間早朝の場合 加算 349
63 1353 予訪看Ⅰ１・同・深 深夜の場合 加算 419
63 1354 予訪看Ⅰ１・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 533
63 1355 予訪看Ⅰ１・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 603
63 1356 予訪看Ⅰ１・同・深・複１ 深夜の場合 加算 673
63 1020 予訪看Ⅰ１・准 279
63 1025 予訪看Ⅰ１・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 349
63 1026 予訪看Ⅰ１・准・深 深夜の場合 加算 419
63 1027 予訪看Ⅰ１・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 533
63 1028 予訪看Ⅰ１・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 603
63 1029 予訪看Ⅰ１・准・深・複１ 深夜の場合 加算 673
63 1357 予訪看Ⅰ１・准・同 251
63 1358 予訪看Ⅰ１・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 314
63 1359 予訪看Ⅰ１・准・同・深 深夜の場合 加算 377
63 1360 予訪看Ⅰ１・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 505
63 1361 予訪看Ⅰ１・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 568
63 1362 予訪看Ⅰ１・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 631
63 1111 予訪看Ⅰ２ (2) 30分未満 463
63 1112 予訪看Ⅰ２・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 579
63 1113 予訪看Ⅰ２・深 深夜の場合 加算 695
63 1114 予訪看Ⅰ２・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 717
63 1115 予訪看Ⅰ２・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 833
63 1116 予訪看Ⅰ２・深・複１ 深夜の場合 加算 949
63 1363 予訪看Ⅰ２・同 417
63 1364 予訪看Ⅰ２・同・夜 夜間早朝の場合 加算 521
63 1365 予訪看Ⅰ２・同・深 深夜の場合 加算 626
63 1366 予訪看Ⅰ２・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 671
63 1367 予訪看Ⅰ２・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 775
63 1368 予訪看Ⅰ２・同・深・複１ 深夜の場合 加算 880
63 1121 予訪看Ⅰ２・准 417
63 1122 予訪看Ⅰ２・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 521
63 1123 予訪看Ⅰ２・准・深 深夜の場合 加算 626
63 1124 予訪看Ⅰ２・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 671
63 1125 予訪看Ⅰ２・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 775
63 1126 予訪看Ⅰ２・准・深・複１ 深夜の場合 加算 880
63 1369 予訪看Ⅰ２・准・同 375
63 1370 予訪看Ⅰ２・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 469
63 1371 予訪看Ⅰ２・准・同・深 深夜の場合 加算 563
63 1372 予訪看Ⅰ２・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 629
63 1373 予訪看Ⅰ２・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 723
63 1374 予訪看Ⅰ２・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 817

准看護師の場合
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90%

事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合

463

90%

事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合

事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合

90%
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90%

准看護師の場合

事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合

90%

週に１回以上、20分以
上の保健師又は看護師
による訪問を行った場
合算定可能

90%

25%

25%

50%

25%

50%

50%

254
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50%

25%

50%

25% 254

25%

50%

50%
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50%

254
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50%
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25%
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50%

50%

50%
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介護予防訪問看護

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 1211 予訪看Ⅰ３ 814 1回につき

63 1212 予訪看Ⅰ３・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 1,018
63 1213 予訪看Ⅰ３・深 深夜の場合 加算 1,221
63 1217 予訪看Ⅰ３・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 1,068
63 1218 予訪看Ⅰ３・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,272
63 1219 予訪看Ⅰ３・深・複１ 深夜の場合 加算 1,475
63 1214 予訪看Ⅰ３・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,216
63 1215 予訪看Ⅰ３・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,420
63 1216 予訪看Ⅰ３・深・複２ 深夜の場合 加算 1,623
63 1375 予訪看Ⅰ３・同 733
63 1376 予訪看Ⅰ３・同・夜 夜間早朝の場合 加算 916
63 1377 予訪看Ⅰ３・同・深 深夜の場合 加算 1,100
63 1378 予訪看Ⅰ３・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 987
63 1379 予訪看Ⅰ３・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,170
63 1380 予訪看Ⅰ３・同・深・複１ 深夜の場合 加算 1,354
63 1381 予訪看Ⅰ３・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,135
63 1382 予訪看Ⅰ３・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,318
63 1383 予訪看Ⅰ３・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,502
63 1221 予訪看Ⅰ３・准 733
63 1222 予訪看Ⅰ３・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 916
63 1223 予訪看Ⅰ３・准・深 深夜の場合 加算 1,100
63 1227 予訪看Ⅰ３・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 987
63 1228 予訪看Ⅰ３・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,170
63 1229 予訪看Ⅰ３・准・深・複１ 深夜の場合 加算 1,354
63 1224 予訪看Ⅰ３・准・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,135
63 1225 予訪看Ⅰ３・准・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,318
63 1226 予訪看Ⅰ３・准・深・複２ 深夜の場合 加算 1,502
63 1384 予訪看Ⅰ３・准・同 660
63 1385 予訪看Ⅰ３・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 825
63 1386 予訪看Ⅰ３・准・同・深 深夜の場合 加算 990
63 1387 予訪看Ⅰ３・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 914
63 1388 予訪看Ⅰ３・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,079
63 1389 予訪看Ⅰ３・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 1,244
63 1390 予訪看Ⅰ３・准・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,062
63 1391 予訪看Ⅰ３・准・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,227
63 1392 予訪看Ⅰ３・准・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,392
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准看護師の場合
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事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合
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50%
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25%

50%

50%

25%

50%
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25%

90%

25%

50%

事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合

(3) 30分以上１時間未満

90%
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介護予防訪問看護

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 1311 予訪看Ⅰ４ 1,117 1回につき

63 1312 予訪看Ⅰ４・夜 夜間早朝の場合 加算 1,396
63 1313 予訪看Ⅰ４・深 単位 深夜の場合 加算 1,676
63 1317 予訪看Ⅰ４・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 1,371
63 1318 予訪看Ⅰ４・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,650
63 1319 予訪看Ⅰ４・深・複１ 深夜の場合 加算 1,930
63 1314 予訪看Ⅰ４・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,519
63 1315 予訪看Ⅰ４・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,798
63 1316 予訪看Ⅰ４・深・複２ 深夜の場合 加算 2,078
63 1331 予訪看Ⅰ４・長 1,417
63 1332 予訪看Ⅰ４・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,696
63 1333 予訪看Ⅰ４・深・長 深夜の場合 加算 1,976
63 1337 予訪看Ⅰ４・複１・長 ＋ 単位 1,671
63 1338 予訪看Ⅰ４・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,950
63 1339 予訪看Ⅰ４・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 2,230
63 1334 予訪看Ⅰ４・複２・長 1,819
63 1335 予訪看Ⅰ４・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 2,098
63 1336 予訪看Ⅰ４・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 2,378
63 1393 予訪看Ⅰ４・同 1,005
63 1394 予訪看Ⅰ４・同・夜 夜間早朝の場合 加算 1,256
63 1395 予訪看Ⅰ４・同・深 深夜の場合 加算 1,508
63 1396 予訪看Ⅰ４・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 1,259
63 1397 予訪看Ⅰ４・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,510
63 1398 予訪看Ⅰ４・同・深・複１ 深夜の場合 加算 1,762
63 1399 予訪看Ⅰ４・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,407
63 1400 予訪看Ⅰ４・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,658
63 1401 予訪看Ⅰ４・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,910
63 1402 予訪看Ⅰ４・同・長 1,305
63 1403 予訪看Ⅰ４・同・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,556
63 1404 予訪看Ⅰ４・同・深・長 深夜の場合 加算 1,808
63 1405 予訪看Ⅰ４・同・複１・長 ＋ 単位 1,559
63 1406 予訪看Ⅰ４・同・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,810
63 1407 予訪看Ⅰ４・同・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 2,062
63 1408 予訪看Ⅰ４・同・複２・長 1,707
63 1409 予訪看Ⅰ４・同・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 1,958
63 1410 予訪看Ⅰ４・同・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 2,210
63 1321 予訪看Ⅰ４・准 1,005
63 1322 予訪看Ⅰ４・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 1,256
63 1323 予訪看Ⅰ４・准・深 深夜の場合 加算 1,508
63 1327 予訪看Ⅰ４・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 1,259
63 1328 予訪看Ⅰ４・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,510
63 1329 予訪看Ⅰ４・准・深・複１ 深夜の場合 加算 1,762
63 1324 予訪看Ⅰ４・准・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,407
63 1325 予訪看Ⅰ４・准・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,658
63 1326 予訪看Ⅰ４・准・深・複２ 深夜の場合 加算 1,910
63 1341 予訪看Ⅰ４・准・長 1,305
63 1342 予訪看Ⅰ４・准・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,556
63 1343 予訪看Ⅰ４・准・深・長 深夜の場合 加算 1,808
63 1347 予訪看Ⅰ４・准・複１・長 ＋ 単位 1,559
63 1348 予訪看Ⅰ４・准・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,810
63 1349 予訪看Ⅰ４・准・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 2,062
63 1344 予訪看Ⅰ４・准・複２・長 1,707
63 1345 予訪看Ⅰ４・准・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 1,958
63 1346 予訪看Ⅰ４・准・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 2,210
63 1411 予訪看Ⅰ４・准・同 905
63 1412 予訪看Ⅰ４・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 1,131
63 1413 予訪看Ⅰ４・准・同・深 深夜の場合 加算 1,358
63 1414 予訪看Ⅰ４・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 1,159
63 1415 予訪看Ⅰ４・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,385
63 1416 予訪看Ⅰ４・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 1,612
63 1417 予訪看Ⅰ４・准・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,307
63 1418 予訪看Ⅰ４・准・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,533
63 1419 予訪看Ⅰ４・准・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,760
63 1420 予訪看Ⅰ４・准・同・長 1,205
63 1421 予訪看Ⅰ４・准・同・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,431
63 1422 予訪看Ⅰ４・准・同・深・長 深夜の場合 加算 1,658
63 1423 予訪看Ⅰ４・准・同・複１・長 ＋ 単位 1,459
63 1424 予訪看Ⅰ４・准・同・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,685
63 1425 予訪看Ⅰ４・准・同・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,912
63 1426 予訪看Ⅰ４・准・同・複２・長 1,607
63 1427 予訪看Ⅰ４・准・同・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 1,833
63 1428 予訪看Ⅰ４・准・同・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 2,060
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介護予防訪問看護

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 1501 予訪看Ⅰ５ 302 1回につき

63 1502 予訪看Ⅰ５・夜 夜間早朝の場合 加算 378
63 1503 予訪看Ⅰ５・深 深夜の場合 加算 453
63 1504 予訪看Ⅰ５・複１ 単位 ２人以上による場合（ 30分未満） 556
63 1505 予訪看Ⅰ５・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 632
63 1506 予訪看Ⅰ５・深・複１ 深夜の場合 加算 707
63 1507 予訪看Ⅰ５・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 704
63 1508 予訪看Ⅰ５・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 780
63 1509 予訪看Ⅰ５・深・複２ 深夜の場合 加算 855
63 1510 予訪看Ⅰ５・同 272
63 1511 予訪看Ⅰ５・同・夜 夜間早朝の場合 加算 340
63 1512 予訪看Ⅰ５・同・深 深夜の場合 加算 408
63 1513 予訪看Ⅰ５・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 526
63 1514 予訪看Ⅰ５・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 594
63 1515 予訪看Ⅰ５・同・深・複１ 深夜の場合 加算 662
63 1516 予訪看Ⅰ５・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 674
63 1517 予訪看Ⅰ５・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 742
63 1518 予訪看Ⅰ５・同・深・複２ 深夜の場合 加算 810
63 1521 予訪看Ⅰ５・２超 272
63 1522 予訪看Ⅰ５・２超・夜 夜間早朝の場合 加算 340
63 1523 予訪看Ⅰ５・２超・深 × 深夜の場合 加算 408
63 1524 予訪看Ⅰ５・２超・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 526
63 1525 予訪看Ⅰ５・２超・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 594
63 1526 予訪看Ⅰ５・２超・深・複１ 深夜の場合 加算 662
63 1527 予訪看Ⅰ５・２超・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 674
63 1528 予訪看Ⅰ５・２超・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 742
63 1529 予訪看Ⅰ５・２超・深・複２ 深夜の場合 加算 810
63 1530 予訪看Ⅰ５・２超・同 245
63 1531 予訪看Ⅰ５・２超・同・夜 夜間早朝の場合 加算 306
63 1532 予訪看Ⅰ５・２超・同・深 深夜の場合 加算 368
63 1533 予訪看Ⅰ５・２超・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 499
63 1534 予訪看Ⅰ５・２超・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 560
63 1535 予訪看Ⅰ５・２超・同・深・複１ 深夜の場合 加算 622
63 1536 予訪看Ⅰ５・２超・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 647
63 1537 予訪看Ⅰ５・２超・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 708
63 1538 予訪看Ⅰ５・２超・同・深・複２ 深夜の場合 加算 770
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介護予防訪問看護

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 2010 予訪看Ⅱ１ (1) 20分未満 262 1回につき

63 2015 予訪看Ⅱ１・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 328
63 2016 予訪看Ⅱ１・深 深夜の場合 加算 393
63 2017 予訪看Ⅱ１・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 516
63 2018 予訪看Ⅱ１・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 582
63 2019 予訪看Ⅱ１・深・複１ 深夜の場合 加算 647
63 2351 予訪看Ⅱ１・同 236
63 2352 予訪看Ⅱ１・同・夜 夜間早朝の場合 加算 295
63 2353 予訪看Ⅱ１・同・深 深夜の場合 加算 354
63 2354 予訪看Ⅱ１・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 490
63 2355 予訪看Ⅱ１・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 549
63 2356 予訪看Ⅱ１・同・深・複１ 深夜の場合 加算 608
63 2020 予訪看Ⅱ１・准 236
63 2025 予訪看Ⅱ１・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 295
63 2026 予訪看Ⅱ１・准・深 深夜の場合 加算 354
63 2027 予訪看Ⅱ１・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 490
63 2028 予訪看Ⅱ１・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 549
63 2029 予訪看Ⅱ１・准・深・複１ 深夜の場合 加算 608
63 2357 予訪看Ⅱ１・准・同 212
63 2358 予訪看Ⅱ１・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 265
63 2359 予訪看Ⅱ１・准・同・深 深夜の場合 加算 318
63 2360 予訪看Ⅱ１・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 466
63 2361 予訪看Ⅱ１・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 519
63 2362 予訪看Ⅱ１・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 572
63 2111 予訪看Ⅱ２ (2) 30分未満 392
63 2112 予訪看Ⅱ２・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 490
63 2113 予訪看Ⅱ２・深 深夜の場合 加算 588
63 2114 予訪看Ⅱ２・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 646
63 2115 予訪看Ⅱ２・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 744
63 2116 予訪看Ⅱ２・深・複１ 深夜の場合 加算 842
63 2363 予訪看Ⅱ２・同 353
63 2364 予訪看Ⅱ２・同・夜 夜間早朝の場合 加算 441
63 2365 予訪看Ⅱ２・同・深 深夜の場合 加算 530
63 2366 予訪看Ⅱ２・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 607
63 2367 予訪看Ⅱ２・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 695
63 2368 予訪看Ⅱ２・同・深・複１ 深夜の場合 加算 784
63 2121 予訪看Ⅱ２・准 353
63 2122 予訪看Ⅱ２・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 441
63 2123 予訪看Ⅱ２・准・深 深夜の場合 加算 530
63 2124 予訪看Ⅱ２・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 607
63 2125 予訪看Ⅱ２・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 695
63 2126 予訪看Ⅱ２・准・深・複１ 深夜の場合 加算 784
63 2369 予訪看Ⅱ２・准・同 318
63 2370 予訪看Ⅱ２・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 398
63 2371 予訪看Ⅱ２・准・同・深 深夜の場合 加算 477
63 2372 予訪看Ⅱ２・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 572
63 2373 予訪看Ⅱ２・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 652
63 2374 予訪看Ⅱ２・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 731
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介護予防訪問看護

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 2211 予訪看Ⅱ３ 567 1回につき

63 2212 予訪看Ⅱ３・夜 単位 夜間早朝の場合 加算 709
63 2213 予訪看Ⅱ３・深 深夜の場合 加算 851
63 2217 予訪看Ⅱ３・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 821
63 2218 予訪看Ⅱ３・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 963
63 2219 予訪看Ⅱ３・深・複１ 深夜の場合 加算 1,105
63 2214 予訪看Ⅱ３・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 969
63 2215 予訪看Ⅱ３・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,111
63 2216 予訪看Ⅱ３・深・複２ 深夜の場合 加算 1,253
63 2375 予訪看Ⅱ３・同 510
63 2376 予訪看Ⅱ３・同・夜 夜間早朝の場合 加算 638
63 2377 予訪看Ⅱ３・同・深 深夜の場合 加算 765
63 2378 予訪看Ⅱ３・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 764
63 2379 予訪看Ⅱ３・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 892
63 2380 予訪看Ⅱ３・同・深・複１ 深夜の場合 加算 1,019
63 2381 予訪看Ⅱ３・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 912
63 2382 予訪看Ⅱ３・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,040
63 2383 予訪看Ⅱ３・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,167
63 2221 予訪看Ⅱ３・准 510
63 2222 予訪看Ⅱ３・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 638
63 2223 予訪看Ⅱ３・准・深 深夜の場合 加算 765
63 2227 予訪看Ⅱ３・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 764
63 2228 予訪看Ⅱ３・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 892
63 2229 予訪看Ⅱ３・准・深・複１ 深夜の場合 加算 1,019
63 2224 予訪看Ⅱ３・准・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 912
63 2225 予訪看Ⅱ３・准・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,040
63 2226 予訪看Ⅱ３・准・深・複２ 深夜の場合 加算 1,167
63 2384 予訪看Ⅱ３・准・同 459
63 2385 予訪看Ⅱ３・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 574
63 2386 予訪看Ⅱ３・准・同・深 深夜の場合 加算 689
63 2387 予訪看Ⅱ３・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 713
63 2388 予訪看Ⅱ３・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 828
63 2389 予訪看Ⅱ３・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 943
63 2390 予訪看Ⅱ３・准・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 861
63 2391 予訪看Ⅱ３・准・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 976
63 2392 予訪看Ⅱ３・准・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,091
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介護予防訪問看護

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 2311 予訪看Ⅱ４ 835 1回につき

63 2312 予訪看Ⅱ４・夜 夜間早朝の場合 加算 1,044
63 2313 予訪看Ⅱ４・深 単位 深夜の場合 加算 1,253
63 2317 予訪看Ⅱ４・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 1,089
63 2318 予訪看Ⅱ４・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,298
63 2319 予訪看Ⅱ４・深・複１ 深夜の場合 加算 1,507
63 2314 予訪看Ⅱ４・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,237
63 2315 予訪看Ⅱ４・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,446
63 2316 予訪看Ⅱ４・深・複２ 深夜の場合 加算 1,655
63 2331 予訪看Ⅱ４・長 1,135
63 2332 予訪看Ⅱ４・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,344
63 2333 予訪看Ⅱ４・深・長 深夜の場合 加算 1,553
63 2337 予訪看Ⅱ４・複１・長 ＋ 単位 1,389
63 2338 予訪看Ⅱ４・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,598
63 2339 予訪看Ⅱ４・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,807
63 2334 予訪看Ⅱ４・複２・長 1,537
63 2335 予訪看Ⅱ４・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 1,746
63 2336 予訪看Ⅱ４・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,955
63 2393 予訪看Ⅱ４・同 752
63 2394 予訪看Ⅱ４・同・夜 夜間早朝の場合 加算 940
63 2395 予訪看Ⅱ４・同・深 深夜の場合 加算 1,128
63 2396 予訪看Ⅱ４・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 1,006
63 2397 予訪看Ⅱ４・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,194
63 2398 予訪看Ⅱ４・同・深・複１ 深夜の場合 加算 1,382
63 2399 予訪看Ⅱ４・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,154
63 2400 予訪看Ⅱ４・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,342
63 2401 予訪看Ⅱ４・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,530
63 2402 予訪看Ⅱ４・同・長 1,052
63 2403 予訪看Ⅱ４・同・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,240
63 2404 予訪看Ⅱ４・同・深・長 深夜の場合 加算 1,428
63 2405 予訪看Ⅱ４・同・複１・長 ＋ 単位 1,306
63 2406 予訪看Ⅱ４・同・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,494
63 2407 予訪看Ⅱ４・同・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,682
63 2408 予訪看Ⅱ４・同・複２・長 1,454
63 2409 予訪看Ⅱ４・同・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 1,642
63 2410 予訪看Ⅱ４・同・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,830
63 2321 予訪看Ⅱ４・准 752
63 2322 予訪看Ⅱ４・准・夜 × 夜間早朝の場合 加算 940
63 2323 予訪看Ⅱ４・准・深 深夜の場合 加算 1,128
63 2327 予訪看Ⅱ４・准・複１ ２人以上による場合（ 30分未満） 1,006
63 2328 予訪看Ⅱ４・准・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,194
63 2329 予訪看Ⅱ４・准・深・複１ 深夜の場合 加算 1,382
63 2324 予訪看Ⅱ４・准・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,154
63 2325 予訪看Ⅱ４・准・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,342
63 2326 予訪看Ⅱ４・准・深・複２ 深夜の場合 加算 1,530
63 2341 予訪看Ⅱ４・准・長 1,052
63 2342 予訪看Ⅱ４・准・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,240
63 2343 予訪看Ⅱ４・准・深・長 深夜の場合 加算 1,428
63 2347 予訪看Ⅱ４・准・複１・長 ＋ 単位 1,306
63 2348 予訪看Ⅱ４・准・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,494
63 2349 予訪看Ⅱ４・准・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,682
63 2344 予訪看Ⅱ４・准・複２・長 1,454
63 2345 予訪看Ⅱ４・准・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 1,642
63 2346 予訪看Ⅱ４・准・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,830
63 2411 予訪看Ⅱ４・准・同 677
63 2412 予訪看Ⅱ４・准・同・夜 夜間早朝の場合 加算 846
63 2413 予訪看Ⅱ４・准・同・深 深夜の場合 加算 1,016
63 2414 予訪看Ⅱ４・准・同・複１ × ２人以上による場合（ 30分未満） 931
63 2415 予訪看Ⅱ４・准・同・夜・複１ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,100
63 2416 予訪看Ⅱ４・准・同・深・複１ 深夜の場合 加算 1,270
63 2417 予訪看Ⅱ４・准・同・複２ ２人以上による場合（ 30分以上） 1,079
63 2418 予訪看Ⅱ４・准・同・夜・複２ 夜間早朝の場合 加算 ＋ 単位 1,248
63 2419 予訪看Ⅱ４・准・同・深・複２ 深夜の場合 加算 1,418
63 2420 予訪看Ⅱ４・准・同・長 977
63 2421 予訪看Ⅱ４・准・同・夜・長 夜間早朝の場合 加算 1,146
63 2422 予訪看Ⅱ４・准・同・深・長 深夜の場合 加算 1,316
63 2423 予訪看Ⅱ４・准・同・複１・長 ＋ 単位 1,231
63 2424 予訪看Ⅱ４・准・同・夜・複１・長 夜間早朝の場合 加算 1,400
63 2425 予訪看Ⅱ４・准・同・深・複１・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,570
63 2426 予訪看Ⅱ４・准・同・複２・長 1,379
63 2427 予訪看Ⅱ４・准・同・夜・複２・長 夜間早朝の場合 加算 1,548
63 2428 予訪看Ⅱ４・准・同・深・複２・長 深夜の場合 加算 ＋ 単位 1,71850% 402
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介護予防訪問看護

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

63 8000 予防特別地域訪問看護加算 特別地域介護予防訪問看護加算 所定単位数の 加算 1回につき

63 8100 予防訪問看護小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の 加算

63 8110 予防訪問看護中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の 加算

63 3100 予防緊急時訪問看護加算１ 指定介護予防訪問看護ステーション 単位加算 540 1月につき

63 3200 予防緊急時訪問看護加算２ 医療機関 単位加算 290
63 4000 予防訪問看護特別管理加算Ⅰ 特別管理加算 特別管理加算（Ⅰ） 単位加算 500
63 4001 予防訪問看護特別管理加算Ⅱ 特別管理加算（Ⅱ） 単位加算 250
63 4002 予防訪問看護初回加算 ハ　初回加算 単位加算 300
63 4003 予防訪問看護退院時共同指導加算 ニ　退院時共同指導加算 単位加算 600 1回につき

63 4005 予防訪問看護体制強化加算 ホ　看護体制強化加算 単位加算 300 1月につき

63 6101 予防訪問看護サービス提供体制加算 ヘ サービス提供体制強化加算 単位加算 6 1回につき

緊急時介護予防訪問看護
加算
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540
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介護予防訪問リハ

４  介護予防訪問リハビリテーションサービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

64 2111 予防訪問リハ１ 病院又は診療所の場合 302 1回につき

64 2114 予防訪問リハ１・同一 単位 × 272
64 2211 予防訪問リハ２ 介護老人保健施設の場合 302
64 2214 予防訪問リハ２・同一 単位 × 272
64 8110 予防訪問リハ中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の 加算

64 5001 予防訪問リハ短期集中リハ加算 短期集中リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日から３月以内） 単位加算 200 1日につき

64 4000 予防訪問リハ訪問介護連携加算 単位加算 300 1回につき

64 6101 予防訪問リハサービス提供体制加算 ロ サービス提供体制強化加算 単位加算 6
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介護予防訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合（３月に１回限度）
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介護予防居宅療養管理指導

５  介護予防居宅療養管理指導サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

34 1111 予防医師居宅療養Ⅰ１ 単位 503 1回につき

34 1113 予防医師居宅療養Ⅰ２ （（２）以外） 単位 452
34 1112 予防医師居宅療養Ⅱ１ 単位 292
34 1114 予防医師居宅療養Ⅱ２ 単位 262
34 2111 予防歯科医師居宅療養Ⅰ (1)同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 単位 503
34 2112 予防歯科医師居宅療養Ⅱ (2)同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問） 単位 452
34 1221 予防薬剤師居宅療養Ⅰ１ 553
34 1222 予防薬剤師居宅療養Ⅰ１・特薬 単位 特別な薬剤の場合 ＋ 単位 653
34 1251 予防薬剤師居宅療養Ⅰ２ 387
34 1252 予防薬剤師居宅療養Ⅰ２・特薬 単位 特別な薬剤の場合 ＋ 単位 487
34 1223 予防薬剤師居宅療養Ⅱ１ 503
34 1224 予防薬剤師居宅療養Ⅱ１・特薬 特別な薬剤の場合 ＋ 単位 603
34 1255 予防薬剤師居宅療養Ⅱ２ 単位 503
34 1256 予防薬剤師居宅療養Ⅱ２・特薬 特別な薬剤の場合 ＋ 単位 603
34 1225 予防薬剤師居宅療養Ⅱ３ 352
34 1226 予防薬剤師居宅療養Ⅱ３・特薬 特別な薬剤の場合 ＋ 単位 452
34 1253 予防薬剤師居宅療養Ⅱ４ 単位 352
34 1254 予防薬剤師居宅療養Ⅱ４・特薬 特別な薬剤の場合 ＋ 単位 452
34 1131 予防管理栄養士居宅療養Ⅰ (1)同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 単位 533
34 1132 予防管理栄養士居宅療養Ⅱ (2)同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問） 単位 452
34 1241 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅰ (1)同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 単位 352
34 1242 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅱ (2)同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問） 単位 302
34 1261 予防看護職員居宅療養Ⅰ (1)同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 402
34 1262 予防看護職員居宅療養Ⅰ・准看 単位 准看護師が行う場合 × 362
34 1263 予防看護職員居宅療養Ⅱ (2)同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問） 362
34 1264 予防看護職員居宅療養Ⅱ・准看 単位 准看護師が行う場合 × 326

イ  医師が行う場合
（月２回限度）

452

(2)介護予防居宅療養管理指導費
（Ⅱ）（在宅時医学総合管理料等を算
定する場合）

503

（二）同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）

（二）同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）

452

262

503（一）同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合

292（一）同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合

(1)介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）

ハ  薬剤師が行う場合

100

(1)医療機関
の薬剤師の
場合（月２回
限度）

ロ  歯科医師が行う場
合
（月２回限度）

100

（一）同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合

（二）同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）

553

387

100

100

100

362 90%

（二）同一建物居住者
に対して行う場合（同一
日の訪問）

がん末期の患者・中心静
脈栄養患者以外の場合
（月４回限度）

ヘ　看護職員が行う場
合

533

352

100

452

302

402 90%

ニ  管理栄養士が行う
場合（月２回限度）

ホ  歯科衛生士等が行
う場合（月４回限度）

がん末期の患者・中心静
脈栄養患者の場合（月８回
限度）

352

(2)薬局の薬
剤師の場合

503

がん末期の患者・中心静
脈栄養患者以外の場合
（月４回限度）
がん末期の患者・中心静
脈栄養患者の場合（月８回
限度）

（一）同一建物居住者
以外の利用者に対して
行う場合
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